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(57)【要約】
　マイクロＬＥＤ及びマイクロドライバチップの集積化
スキームが説明される。ある実施形態では、マイクロド
ライバチップは、マイクロドライバチップの底面に形成
された複数のトレンチを含み、各トレンチは、マイクロ
ドライバチップ本体の底面の下方に延びる導電性スタッ
ドを囲んでいる。ディスプレイ基板に接合され、マイク
ロドライバチップに隣接する導電性端子接点及びマイク
ロＬＥＤへの電気的接続を提供するための集積化スキー
ムが、更に説明される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス層と、
　前記デバイス層の下方にあるパッシベーション層であって、底面を含むパッシベーショ
ン層と、
　前記パッシベーション層にある複数のトレンチと、
　前記複数のトレンチ内にある複数の導電性スタッドと、を備えるチップであって、
　各導電性スタッドは、対応するトレンチの側壁により囲まれて、前記導電性スタッドと
前記対応するトレンチの前記側壁との間にリザーバが形成され、
　各導電性スタッドは、前記パッシベーション層の前記底面の下方にある底面を含む、チ
ップ。
【請求項２】
　ランディングパッドのアレイを更に備え、各スタッドは、ランディングパッドから延び
ている、請求項１に記載のチップ。
【請求項３】
　前記パッシベーション層の前記底面及び前記複数のトレンチの前記側壁に形成されたバ
リア層を更に備える、請求項２に記載のチップ。
【請求項４】
　前記バリア層は、前記複数のランディングパッドに形成されている、請求項３に記載の
チップ。
【請求項５】
　前記バリア層は、前記パッシベーション層よりも薄い、請求項４に記載のチップ。
【請求項６】
　コンタクトパッドのアレイを含むディスプレイ基板と、
　前記ディスプレイ基板に接合されたＬＥＤのアレイと、
　前記ディスプレイ基板に接合されたチップのアレイと、を備えるディスプレイであって
、
　各チップは、１つ以上のＬＥＤを駆動するために前記１つ以上のＬＥＤに電気的に接続
され、
　各チップは、
　複数のトレンチを含むパッシベーション層と、
　前記複数のトレンチ内にあり、前記パッシベーション層の底面の下方に延びる複数の導
電性スタッドと、を含み、
　各導電性スタッドは、対応するトレンチにリフローされたはんだ材によってコンタクト
パッドに接合されている、ディスプレイ。
【請求項７】
　前記ディスプレイ基板上の導電性端子線のアレイと、
　前記ＬＥＤのアレイ上にあって前記ＬＥＤのアレイと電気的に接続しており、かつ前記
導電性端子線のアレイ上にあって前記導電性端子線のアレイと電気的に接続している、上
部接触層と、
　を更に備える、請求項６に記載のディスプレイ。
【請求項８】
　前記ディスプレイ基板上の導電性端子ポストのアレイと、
　前記ＬＥＤのアレイ上にあって前記ＬＥＤのアレイと電気的に接続しており、かつ前記
導電性端子ポストのアレイ上にあって前記導電性端子ポストのアレイと電気的に接続して
いる、上部接触層と、
　を更に備える、請求項６に記載のディスプレイ。
【請求項９】
　前記コンタクトパッドのアレイの縁を覆うパターニングされた絶縁層を更に備え、
　各チップは、前記パターニングされた絶縁層の対応する部分の直上にある複数のコンタ



(3) JP 2019-507905 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

クトパッドに接合されている、請求項６に記載のディスプレイ。
【請求項１０】
　ディスプレイ基板と、
　前記ディスプレイ基板上の複数のコンタクトパッドと、
　前記複数のコンタクトパッドに接合されたチップと、
　前記チップに隣接するバンク構造と、
　前記複数のコンタクトパッドのうちの１つを前記バンク構造の上部のＬＥＤコンタクト
パッドに電気的に接続するトレース線と、
　前記ＬＥＤコンタクトパッドに接合されたＬＥＤと、
　を備える、ディスプレイ。
【請求項１１】
　前記トレース線は、前記バンク構造の側壁に沿って延びている、請求項１０に記載のデ
ィスプレイ。
【請求項１２】
　前記ＬＥＤ及び前記チップの側壁の周りのパッシベーション充填層と、
　前記パッシベーション充填層、前記ＬＥＤ、及び前記チップの上にわたる上部接触層で
あって、前記ＬＥＤ及び導電性端子接点の上にあり、かつ前記ＬＥＤ及び前記導電性端子
接点と電気的に接触している、上部接触層と、
　を更に備える、請求項１０に記載のディスプレイ。
【請求項１３】
　前記バンク構造は、第１のバンクレベルと、前記第１のバンクレベル上にある第２のバ
ンクレベルと、を備え、前記導電性端子接点は、前記第２のバンクレベル上にある、請求
項１２に記載のディスプレイ。
【請求項１４】
　前記第２のバンクレベルは、前記第１のバンクレベルと一体的に形成されている、請求
項１３に記載のディスプレイ。
【請求項１５】
　前記導電性端子接点の上に、前記パッシベーション充填層の開口を更に備え、
　前記導電性端子接点は前記バンク構造上にあり、前記上部接触層は、前記パッシベーシ
ョン充填層の前記開口の側壁沿いにわたっている、請求項１２に記載のディスプレイ。
【請求項１６】
　前記バンク構造の横方向に隣接する第２のバンク構造と、
　前記導電性端子接点の上に、前記パッシベーション充填層の開口と、を更に備え、
　前記導電性端子接点は前記第２のバンク構造上にあり、前記上部接触層は、前記パッシ
ベーション充填層の前記開口の側壁沿いにわたっている、請求項１２に記載のディスプレ
イ。
【請求項１７】
　前記複数のコンタクトパッドの縁を覆うパターニングされた絶縁層を更に備え、
　前記チップは、前記パターニングされた絶縁層の一部分の直上にある前記複数のコンタ
クトパッドに接合されている、請求項１２に記載のディスプレイ。
【請求項１８】
　前記パッシベーション充填層は、上面及び共形の底面を含む、請求項１２に記載のディ
スプレイ。
【請求項１９】
　前記共形の底面は、前記バンク構造上の導電性端子接点の微細構成、及び前記複数のコ
ンタクトパッドのうちの１つを前記ＬＥＤコンタクトパッドに電気的に接続する前記トレ
ース線に共形である、請求項１８に記載のディスプレイ。
【請求項２０】
　前記チップは、
　デバイス層と、
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　前記デバイス層の下方のパッシベーション層であって、底面を含むパッシベーション層
と、
　前記パッシベーション層にある複数のトレンチと、
　前記複数のトレンチ内にある複数の導電性スタッドと、
　前記複数のトレンチ内にあり、前記パッシベーション層の底面の下方に延びる複数の導
電性スタッドと、を含み、
　各導電性スタッドは、対応するトレンチにリフローされたはんだ材によってコンタクト
パッドに接合されている、請求項１２に記載のディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で説明する実施形態は、ディスプレイバックプレーンに関する。特に、実施形
態は、マイクロＬＥＤディスプレイのためのマイクロデバイス集積化技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電話機、タブレット、コンピュータ、及びテレビ用の最新式ディスプレイは、液晶ベー
スの画素を通るバックライトの透過を制御するために、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ；thin
 film transistor）を有するガラス基板を利用している。より最近では、有機発光ダイオ
ード（ＯＬＥＤ；organic light emitting diode）ベースのディスプレイなどの発光型デ
ィスプレイが、電力効率が高く、ブラックを表示するときに各画素を完全にオフできるも
のとして、導入されている。更により最近では、発光性の無機半導体ベースのマイクロＬ
ＥＤを高解像度ディスプレイに採用することが提案されている。ＯＬＥＤと比べて、無機
半導体ベースのマイクロＬＥＤは、エネルギー効率をより高めることができ、寿命劣化し
難く、湿気に対して過敏となり難くすることができる。
【発明の概要】
【０００３】
　実施形態は、マイクロドライバチップ、及びディスプレイバックプレーンの集積化スキ
ームを説明する。ある実施形態では、マイクロドライバチップは、デバイス層と、デバイ
ス層の下方にあるパッシベーション層と、を含む。パッシベーション層は底面を含む。パ
ッシベーション層には複数のトレンチが形成され、複数のトレンチ内には複数の導電性ス
タッドが位置している。各導電性スタッドは、パッシベーション層の下にあるランディン
グパッドから延びることができる。各導電性スタッドは、対応するトレンチの側壁により
囲まれて、導電性スタッドと対応するトレンチの側壁との間にリザーバが形成されている
。実施形態によれば、各導電性スタッドは、パッシベーション層の底面の下方にある底面
を含む。
【０００４】
　パッシベーション層の底面及び複数のトレンチの側壁に、バリア層を形成することがで
きる。複数のランディングパッドにも、バリア層を形成することができる。ある実施形態
では、バリア層は、パッシベーション層よりも薄い。
【０００５】
　ある実施形態では、ディスプレイ基板は、コンタクトパッドのアレイを含む。ディスプ
レイ基板にＬＥＤのアレイが接合され、ディスプレイ基板にチップのアレイが接合され、
各チップは、１つ以上のＬＥＤを駆動するために１つ以上のＬＥＤに電気的に接続される
。ある実施形態では、各チップは、複数のトレンチを含むパッシベーション層と、複数の
トレンチ内にあり、パッシベーション層の底面の下方に延びる複数の導電性スタッドと、
を含む。各導電性スタッドは、対応するトレンチにリフローしたはんだ材によって、コン
タクトパッドに接合されている。ある実施形態では、導電性端子線のアレイがディスプレ
イ基板上にあり、上部接触層は、ＬＥＤのアレイ上にあってＬＥＤのアレイと電気的に接
続しており、かつ導電性端子線のアレイ上にあって導電性端子線のアレイと電気的に接続
している。ある実施形態では、導電性端子線のアレイがディスプレイ基板上にあり、上部
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接触層は、ＬＥＤのアレイ上にあってＬＥＤのアレイと電気的に接続しており、かつ導電
性端子ポストのアレイ上にあって導電性端子ポストのアレイと電気的に接続している。パ
ターニングされた絶縁層は、コンタクトパッドのアレイの縁を更に覆うことができ、各チ
ップは、パターニングされた絶縁層の対応する部分の直上にある複数のコンタクトパッド
に接合されている。
【０００６】
　ある実施形態では、ディスプレイは、ディスプレイ基板と、ディスプレイ基板上の複数
のコンタクトパッドと、複数のコンタクトパッドに接合されたチップと、チップに隣接す
るバンク構造と、複数のコンタクトパッドのうちの１つをバンク構造の上部のＬＥＤコン
タクトパッドに電気的に接続するトレース線と、ＬＥＤコンタクトパッドに接合されたＬ
ＥＤと、を含む。ある実施形態では、トレース線は、バンク構造の側壁に沿って延びる。
パッシベーション充填層はＬＥＤ及びチップの側壁の周りにあることができ、上部接触層
は、パッシベーション充填層、ＬＥＤ、及びチップの上にわたり、ＬＥＤ及び導電性端子
接点の上にあってＬＥＤ及び導電性端子接点と電気的に接触している。
【０００７】
　ある実施形態では、バンク構造は、第１のバンクレベルと、第１のバンクレベル上にあ
る第２バンクレベルと、を含み、導電性端子接点は、第２のバンクレベルにある。第２の
バンクレベルは、第１のバンクレベルと一体的に形成することができる。
【０００８】
　ある実施形態では、導電性端子接点の上に、パッシベーション充填層に開口が形成され
ている。導電性端子接点はバンク構造上にあることができ、上部接触層は、パッシベーシ
ョン充填層の開口の側壁沿いにわたっている。
【０００９】
　ある実施形態では、第２のバンク構造は、バンク構造の横方向に隣接している。導電性
端子接点の上に、パッシベーション充填層に開口を形成することができる。導電性端子接
点は第２のバンク構造上にあることができ、上部接触層は、パッシベーション充填層の開
口の側壁沿いにわたっている。
【００１０】
　実施形態によれば、パターニングされた絶縁層は複数のコンタクトパッドの縁を任意選
択的に覆うことができ、チップは、パターニングされた絶縁層の一部分の直上にある複数
のコンタクトパッドに接合されている。実施形態によれば、パッシベーション充填層は、
平坦な上面及び共形の底面を含むことができる。例えば、底面は、バンク構造上の導電性
端子接点の微細構成、及び複数のコンタクトパッドの１つをＬＥＤコンタクトパッドに電
気的に接続するトレース線に共形であることができる。実施形態によれば、チップは、デ
バイス層と、デバイス層の下方にあるパッシベーション層と、を含むことができる。複数
のトレンチはパッシベーション層にあり、複数の導電性スタッドは複数のトレンチ内にあ
って、複数の導電性スタッドがパッシベーション層の底面の下方に延びている。各導電性
スタッドを、対応するトレンチにリフローしたはんだ材によって、対応するコンタクトパ
ッドに接合することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ある実施形態によるマイクロドライバチップの斜視図である。
【００１２】
【図２】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
面図である。
【図３】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
面図である。
【図４】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
面図である。
【図５】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
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面図である。
【図６】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
面図である。
【図７】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
面図である。
【図８】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
面図である。
【図９】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側断
面図である。
【図１０】ある実施形態によるマイクロドライバチップのアレイを製造する方法の概略側
断面図である。
【００１３】
【図１１】ある実施形態による、ディスプレイ基板の上にあるマイクロドライバチップの
概略側断面図である。
【００１４】
【図１２】ある実施形態による、ディスプレイ基板に接合されたマイクロドライバチップ
の概略側断面図である。
【００１５】
【図１３】ある実施形態による、マイクロドライバチップ及びマイクロＬＥＤのアレイを
含むディスプレイシステムの概略上面図である。
【図１４】ある実施形態による、マイクロドライバチップ及びマイクロＬＥＤのアレイを
含むディスプレイシステムの概略上面図である。
【００１６】
【図１５】ある実施形態による、マイクロデバイスをディスプレイ基板に集積化する方法
を例示するフローチャートである。
【００１７】
【図１６】ある実施形態による、パターニングされたパッシベーション充填層を有する集
積化されたディスプレイ基板の概略側断面図である。
【００１８】
【図１７】ある実施形態による、コンタクトパッドのアレイの縁を覆うパターニングされ
た絶縁層を有するディスプレイ基板上へのマイクロデバイスを集積化した際の概略側断面
図である。
【図１８】ある実施形態による、コンタクトパッドのアレイの縁を覆うパターニングされ
た絶縁層を有するディスプレイ基板上へのマイクロデバイスを集積化した際の概略側断面
図である。
【図１９】ある実施形態による、コンタクトパッドのアレイの縁を覆うパターニングされ
た絶縁層を有するディスプレイ基板上へのマイクロデバイスを集積化した際の概略側断面
図である。
【図２０】ある実施形態による、コンタクトパッドのアレイの縁を覆うパターニングされ
た絶縁層を有するディスプレイ基板上へのマイクロデバイスを集積化した際の概略側断面
図である。
【００１９】
【図２１】ある実施形態による、マイクロデバイスをディスプレイ基板に集積化する方法
を例示するフローチャートである。
【００２０】
【図２２】ある実施形態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤを有する集積化されたデ
ィスプレイ基板の一部分の概略側断面図である。
【００２１】
【図２３】ある実施形態による、マイクロデバイスをディスプレイ基板に集積化する方法
を例示するフローチャートである。
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【００２２】
【図２４】ある実施形態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤ及びパターニングされた
パッシベーション充填層を有する集積化されたディスプレイ基板の一部分の概略側断面図
である。
【００２３】
【図２５】ある実施形態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤ及びパターニングされた
パッシベーション充填層を有する集積化されたディスプレイ基板の一部分の概略側断面図
である。
【００２４】
【図２６】ある実施形態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤを有する集積化されたデ
ィスプレイ基板の一部分の概略側断面図である。
【００２５】
【図２７Ａ】ある実施形態による、マイクロドライバチップ及び持ち上げられたマイクロ
ＬＥＤを含むディスプレイ基板の一部分の概略上面図である。
【００２６】
【図２７Ｂ】ある実施形態による、図２７ＡのＸ－Ｘ線に沿って取られた概略側断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　実施形態は、マイクロＬＥＤ及びマイクロチップをディスプレイ基板に集積化し機能さ
せるための様々な方法及び構造を説明する。特に、実施形態は、マイクロＬＥＤを駆動す
るための回路を含むマイクロチップ（例えば、マイクロドライバチップ）に隣接するマイ
クロＬＥＤの集積化及び機能化に関する。実施形態によれば、マイクロＬＥＤは、無機半
導体系材料で形成することができ、１～３００μｍ、１～１００μｍ、１～２０μｍ、又
は、より具体的には、５μｍなど、１～１０μｍの、側壁間の最大横寸法を有することが
できる。実施形態によれば、マイクロＬＥＤは、ディスプレイ基板上のコンタクトパッド
（例えば、ドライバパッド）に接合される下部電極と、上部接触層により導電性端子構造
と電気的に接続される上部電極とを含む、垂直ＬＥＤとすることができる。例えば、導電
性端子構造及び対応する信号は、グランド線、又は何らかの他の低電圧（Ｖｓｓ）若しく
は逆バイアスの電源プレーン、又は何らかの他の高電圧レベル（Ｖｄｄ）の電流源出力若
しくは電圧源出力であることができる。実施形態によれば、マイクロチップ（例えば、マ
イクロドライバチップ）は、１～３００μｍの最大横寸法を有することができ、マイクロ
ＬＥＤの画素レイアウトに適合することができる。実施形態によれば、マイクロドライバ
チップは、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）基板アーキテクチャでよく用いられるような、各
表示素子用のドライバトランジスタに置き換わることができる。マイクロドライバチップ
は、追加回路、例えばスイッチングトランジスタ、発光制御トランジスタ、及び各表示素
子用の記憶デバイスさえも、含むことができる。マイクロドライバチップは、デジタル回
路、アナログ回路、又はハイブリッド回路を含むことができる。加えて、従来のディスプ
レイバックプレーン基板でよく用いられる非晶質シリコン又は低温ポリシリコンのＴＦＴ
加工技術とは対照的に、単結晶シリコン上のマイクロドライバチップの製造にＭＯＳＦＥ
Ｔ加工技術を用いることができる。
【００２８】
　一態様では、実施形態は、マイクロチップがディスプレイ基板に超微細ピッチで接合さ
れるように設計されるマイクロチップ（例えば、マイクロドライバチップ）集積化スキー
ムを説明する。実施形態によれば、より多くの回路がディスプレイバックプレーン基板か
らマイクロドライバチップにオフロードされることで、マイクロドライバチップが有する
ディスプレイ基板との接点の数が多くなる。更に、単一のマイクロドライバチップにより
駆動されるマイクロＬＥＤの数が増加すると、接点の数は増加する。例えば、単一のマイ
クロドライバチップが、複数の画素内の１つ以上のＬＥＤを駆動することができる。例示
的な接点としては、非限定的に、マイクロＬＥＤドライバ接点、Ｖｄｄ、電源、Ｖｓｓ、



(8) JP 2019-507905 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

グランド、データ信号入力、走査信号入力、発光制御信号入力、基準電圧／電流などが挙
げられる。
【００２９】
　例示的な一実装では、ディスプレイは、赤－緑－青（ＲＧＢ）の画素レイアウトを含む
。例として、これは、１９２０×１０８０又は２５６０×１６００の解像度に適合するこ
とができる。このようなＲＧＢ配列では、各画素は、赤色発光サブ画素、緑色発光サブ画
素、及び青色発光サブ画素を含む。しかし、特定の解像度及びＲＧＢカラースキームは例
示のみを目的としており、実施形態はそのように限定されない。他の例示的な画素配列と
しては、赤－緑－青－黄－シアン（ＲＢＧＹＣ）、赤－緑－青－白（ＲＧＢＷ）、又は、
画素が異なる数のサブ画素を有する他のサブ画素マトリクススキームが挙げられる。
【００３０】
　例として、水平寸法（ｘ）及び垂直寸法（ｙ）によって各サブ画素を特徴付けることが
できる。表１には、実施形態による潜在的なアラインメント許容値に関する基準を提供す
るために、例示のみを目的として、ＲＧＢカラースキーム用の様々な例示的な寸法が提示
されている。
【表１】

【００３１】
　これにより、表１に表すように、画素密度（ＰＰＩ）が高くなると、サブ画素ピッチ、
特に、サブ画素当りの例示的な水平寸法（ｘ）が小さくなる。１０μｍ又は５μｍの例示
的な最大横寸法（ｘ，ｙ）を有するマイクロＬＥＤを採用する例示的なディスプレイでは
、サブ画素の水平寸法（ｘ）は、ＰＰＩが高いほどＬＥＤの水平寸法に近づく。更に、マ
イクロドライバチップのために利用可能な間隔は、更に制約される。高解像度ディスプレ
イに接合されたマイクロドライバチップのアレイを含む実施形態では、マイクロドライバ
チップ上の隣接する接点（例えば、導電性スタッド）間の利用可能な間隔は、特に、マイ
クロドライバチップ内により複雑な回路が含まれる場合に、小さくなる。実施形態によれ
ば、隣接する接点間の利用可能な間隔は、例えば、１～６μｍなど、例えば１～１５μｍ
といった数ミクロン未満になることがある。
【００３２】
　ある実施形態では、各マイクロドライバチップは、はんだ材を利用してディスプレイ基
板上の複数のコンタクトパッドに接合される。隣接するコンタクトパッド間のはんだ材の
横方向の流れを抑制するために、各マイクロドライバチップは、パッシベーション層に形
成された対応する複数のトレンチ内に複数の導電性スタッドを含んでいる。ディスプレイ
基板上のコンタクトパッドにマイクロドライバチップを接合するときに、はんだ材は、リ
フローしたはんだ材を収集するリザーバとして作用するトレンチ内にリフローする。加え
て、はんだ材は、マイクロドライバチップの底面に沿って形成されたバリア材料（例えば
、Ａｌ２Ｏ３）とは対照的に、導電性スタッドを選択的に湿潤させることができる。この
選択的な湿潤は、リフローしたはんだ材をマイクロドライバチップのトレンチ内に維持す
るように更に機能することができる。いくつかの実施形態によれば、隣接するコンタクト
パッドを横切るはんだ材のリフロー（及び電気的短絡）に対するバリアとして作用するた
めに、代わりに又は加えて、コンタクトパッドのアレイの縁を覆うパターニングされた絶
縁層をディスプレイ基板上に設けることができる。
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【００３３】
　実施形態によれば、パッシベーション充填層は、ディスプレイ基板上のマイクロＬＥＤ
及びマイクロドライバチップの側壁の周りに適用される。パッシベーション充填層は、マ
イクロＬＥＤ及びマイクロドライバチップをディスプレイ基板に固定し、マイクロＬＥＤ
の側壁を不動体化し（例えば、垂直マイクロＬＥＤの上部／下部電極間の短絡を防止し）
、マイクロＬＥＤを導電性端子構造（例えば、Ｖｓｓ、グランドなど）に電気的に接続す
る上部接触層の適用のためのステップカバレージを提供するように、機能することができ
る。
【００３４】
　一態様では、実施形態は、マイクロドライバチップの上面との高低差を補償するように
導電性端子接点の上面及び／又はマイクロＬＥＤの上面を持ち上げるための、ディスプレ
イ基板上の様々なバンク構造構成及びピラー構造を説明する。
【００３５】
　一態様では、持ち上げられたマイクロＬＥＤは、隣接するマイクロドライバチップから
放出された光の反射により生じる低角度光散乱を潜在的に低減させることができる。例え
ば、シリコンで形成されたマイクロドライバチップは、隣接するマイクロＬＥＤから放出
される光を反射するミラーとして作用し、一定の視野角でのディスプレイの光学性能を潜
在的に低下させることがある。ある実施形態では、持ち上げられたバンク構造にマイクロ
ＬＥＤを接合することで、低角度光散乱の量を低減させることができる。
【００３６】
　一態様では、持ち上げられたマイクロＬＥＤが、ディスプレイ基板に埋め込まれた信号
線との結合、及び潜在的に生じ得るＲＣ遅延を少なくすることができる。ある実施形態で
は、持ち上げられたバンク構造にマイクロＬＥＤを接合することで、結合を少なくするた
めの追加の絶縁をもたらすことができる。
【００３７】
　一態様では、持ち上げられたマイクロＬＥＤ及び／又は持ち上げられた導電性端子接点
は、上部導電層との電気的接触を作るためのアライメント許容値を緩和することができる
。一態様では、マイクロＬＥＤの上面が、隣接するマイクロドライバチップの上面の少な
くとも２μｍ以内、より具体的には０．５μｍ以内となる様々なバンク構造が説明されて
いる。いくつかの実施形態では、マイクロＬＥＤの上面と、マイクロドライバチップの上
面との両方は、パッシベーション充填層の上面の上方又は上面と同じ高さにある。いくつ
かの実施形態では、パッシベーション充填層は、ディスプレイ基板の表示領域全体にわた
るスリットコーティングによって形成される。スリットコーティング装置の刃が、マイク
ロドライバチップを損傷せずにマイクロドライバチップをクリアするように、パッシベー
ション充填層の上面を最も高い構成部品（例えば、マイクロドライバチップ）の上面に持
ち上げることができる。
【００３８】
　ここで図１を参照すると、ある実施形態によるマイクロドライバチップの斜視図が提示
されている。特に、図１は、実施形態による、複数の導電性スタッド１３４と、導電性ス
タッド１３４を囲む複数のトレンチ１１４との関係を示すために提示されている。例示す
るように、マイクロドライバチップ１２０は、デバイス層１０４と、デバイス層１０４の
下方にあるパッシベーション層１１２と、を含むことができる。パッシベーション層１１
２は、底面１１３を含む。パッシベーション層には複数のトレンチ１１４が形成され、複
数のトレンチ１１４内には複数の導電性スタッド１３４が位置している。各導電性スタッ
ド１３４は、パッシベーション層１１２下のランディングパッドから延びることができる
。各導電性スタッド１３４は、対応するトレンチ１１４の側壁１１５により囲まれること
で、導電性スタッド１３４と対応するトレンチ１１４の側壁１１５との間にリザーバが形
成される。実施形態によれば、各導電性スタッド１３４は、パッシベーション層１１２の
底面１１３の下方にある底面１３５を含む。
【００３９】
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　図１に提示するイメージでは別個に視認できないが、パッシベーション層１１２の底面
１１３及び複数のトレンチ１１４の側壁１１５には、薄い共形のバリア層１１６を形成す
ることができる。複数のランディングパッドにも、バリア層を形成することができる。パ
ッシベーション層１１２の底面１１３に形成されたバリア層１１６は、マイクロドライバ
チップ１２０の底面１２１を形成することができる。バリア層１１６は、パッシベーショ
ン層１１２の側壁１１５に形成され、その側壁と共形の側壁１１７を更に含むことができ
る。バリア層１１６が形成されていない実施形態では、パッシベーション層１１２の底面
１１３は、マイクロドライバチップ１２０の底面１２１に対応することができる。
【００４０】
　図２～図１０は、ある実施形態によるマイクロドライバチップ１２０のアレイを製造す
る方法の概略側断面図である。ある実施形態では、マイクロドライバチップ１２０は、単
結晶シリコンウエハに作製されている。例えば、作製基板は、シリコンウエハ１０２と、
シリコンウエハ１０２に形成されたデバイス層１０４とを含むことができる。例えば、デ
バイス層１０４は、シリコンウエハ１０２上に成長したエピタキシャル層とすることがで
きる。基板スタックは、更に、デバイス層１０４の下にある埋め込み酸化物層を含むシリ
コン・オン・インシュレータ（ＳＯＩ；silicon on insulator）ウエハとすることができ
る。マイクロドライバチップデバイス（例えば、ドライバトランジスタ、発光制御トラン
ジスタ、スイッチングトランジスタなど）はデバイス層に形成かつビルドアップ層１０６
にて相互配線することができ、ビルドアップ層は、１つ以上の相互配線層（例えば、銅相
互配線）及び絶縁層（例えば、層間絶縁膜、ＩＬＤ；interlayer dielectric）を含むこ
とができ、複数のランディングパッド１１０としてビルドアップ層１０６の上部で頂点に
達する。例えば、ランディングパッド１１０を銅で形成することができる。
【００４１】
　図２に例示する実施形態では、パッシベーション層１１２はビルドアップ層１０６の上
に形成され、対応するランディングパッド１１０の上面１１１を露出させる、パッシベー
ション層１１２を通るトレンチ１１４を形成するように、パターニングされる。ある実施
形態では、トレンチは、１～５ｕｍなど、１～１０ｕｍの最大幅を有する。ある実施形態
では、ランディングパッド１１０はトレンチ１１４よりも広く、ランディングパッド１１
０の上面１１１のみがトレンチ１１４の下部で露出される。パッシベーション層１１２は
、酸化物、窒化物（例えば、ＳｉＮｘ）、ポリマー（例えば、ポリイミド、エポキシなど
）を含む様々な好適な材料から形成することができる。図３を参照すると、トレンチ１１
４内及びランディングパッド１１０の上面１１１には、次いでパッシベーション層１１２
の上にバリア層１１６を任意選択的に形成することができる。実施形態によれば、バリア
層１１６は、マイクロドライバチップ１２０のエッチリリース作業中の化学的保護をもた
らすことができる。バリア層１１６は、はんだリフロー用の非湿潤面を更に提供すること
ができる。原子層堆積（ＡＬＤ；atomic layer deposition）などの共形堆積法を用いて
、バリア層１１６を形成することができる。ある実施形態では、バリア層１１６はＡｌ２
Ｏ３で形成される。ある実施形態では、バリア層１１６の厚さは、２，０００オングスト
ローム（０．２μｍ）未満である。
【００４２】
　ここで図３を参照すると、次いで、チップレット１１９のアレイを画定するために、パ
ッシベーション層１１２、ビルドアップ層１０６、及びデバイス層１０４を通って、チッ
プレットトレンチ１２２が形成される。ある実施形態では、チップレットトレンチ１２２
は、シリコンウエハ１０２（又は埋め込み酸化物層）上で留まる。例示的なトレンチは、
およそ幅１μｍ、及び深さ（例えば、バリア層１１６、パッシベーション層１１２、ビル
ドアップ層１０６、及びデバイス層１０４の合計厚さ）５～１０μｍとすることができる
。チップレットトレンチ１２２は、誘導接合プラズマ反応性イオンエッチング（ＩＣＰ－
ＲＩＥ；inductively coupled plasma reactive-ion etching）などの好適なドライエッ
チング技術を用いて形成することができる。
【００４３】
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　次いで、図５に例示するように、チップレット１１９のアレイの上及びチップレットト
レンチ１２２内に、犠牲剥離層１３０を形成することができる。ある実施形態では、犠牲
剥離層１３０は、チップレット１１９を形成する他の材料に対して選択的に除去可能な材
料で形成される。ある実施形態では、犠牲剥離層１３０は酸化物（例えば、ＳｉＯ２）で
形成されるが、他の材料を用いてもよい。チップレットトレンチ１２２を充填できる、ス
パッタリング、低温プラズマ化学気相成長（ＰＥＣＶＤ；plasma enhanced chemical vap
or deposition）又は電子ビーム蒸着などの好適な技術を用いて、犠牲剥離層１３０を形
成することができる。堆積後には、平坦な上面１３１を形成するために研磨作業を任意選
択的に行うことができる。
【００４４】
　ある代替実施形態では、図４に例示するチップレットトレンチ１２２の形成後、かつ犠
牲剥離層１３０の堆積前に、バリア層１１６を形成することができる。このような実施形
態では、バリア層１１６はまた、チップレット１１９の側壁に沿って、かつチップレット
トレンチ１２２内にもわたる。このような実施形態では、バリア層１１６は、エッチリリ
ース作業中に、マイクロドライバチップ１２０の側壁に沿って追加的な化学的保護をもた
らすことができる。
【００４５】
　図６を参照すると、ランディングパッド１１０を露出させるために、犠牲剥離層１３０
及び任意選択的なバリア層１１６を通って、スタッド開口１３２が形成される。例示する
ように、スタッド開口１３２は、パッシベーション層１１２に形成されたトレンチ１１４
よりも狭くすることができる。これにより、トレンチは、最終構造のリザーバとして機能
することができる。スタッド開口１３２には、次いで、導電性材料が充填されて、導電性
スタッド１３４が形成される。例えば、導電性スタッド１３４を銅で形成することができ
、犠牲剥離層１３０をめっき型として用いる無電解めっき技術を用いて形成することがで
きる。
【００４６】
　ここで図８を参照すると、基板スタックは、次いで、安定化層１４０によりキャリア基
板１４２に接合される。例えば、安定化層１４０はベンゾシクロブテン（ＢＣＢ；benzoc
yclobutene）又はエポキシなどの接着性接合材料で形成することができ、接合中に硬化さ
せて架橋熱硬化体を形成することができる。ある実施形態では、キャリア基板１４２はシ
リコンウエハとすることができるが、他の基板を用いてもよい。次いで、図９に例示する
ようにチップレットトレンチ１２２内の犠牲剥離層１３０を露出させるように、シリコン
ウエハ１０２を、研削、又はエッチング及び研削などの好適な加工技術を用いて除去し、
続いて、図１０に示すように犠牲剥離層１３０を除去し、安定化層１４０によりキャリア
基板１４２に支持されたマイクロドライバ１２０のアレイを生じさせることができる。あ
る実施形態では、犠牲剥離層１３０は、ＨＦ蒸気などの好適なエッチング化学物質を用い
て選択的に除去されるが、犠牲剥離層１３０の組成によっては他の化学物質を用いてもよ
い。図１０に例示するマイクロドライバチップ１２０は、安定化層１４０に接触する導電
性スタッド１３４の底面１３５の接触領域により、安定化層１４０に接着される。マイク
ロドライバチップ１２０のアレイは、ピックアップ、ディスプレイ基板への移載及び接合
の準備が整う。
【００４７】
　ここで図１１を参照すると、ある実施形態による、ディスプレイ基板２０２に接合され
る前の、ディスプレイ基板２０２の上にあるマイクロドライバチップ１２０の概略側断面
図が提示されている。例示するように、ディスプレイ基板２０２のうちマイクロドライバ
チップ１２０を受ける部分は、はんだ材２０６がそれぞれに堆積した複数のコンタクトパ
ッド２０４を含む。コンタクトパッド２０４は、銅及びアルミニウムなどの様々な導電性
材料で形成することができ、層状スタックを含むことができる。例えば、コンタクトパッ
ド２０４は、下にある導電層（例えば、銅、アルミニウム）への拡散を防止するための接
着／バリア層（例えば、ＴａＮ）を含むことができる。
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【００４８】
　ある実施形態では、トレンチ１１４は、１～５ｕｍなど、１～１０ｕｍの最大幅を有し
、１～３ｕｍなど、０．５～５ｕｍの最大幅の導電性スタッド１３４を有する。ある実施
形態では、隣接するトレンチ１１４を、数ミクロンほどの小さな幅、例えば、１～６μｍ
など、１～１５μｍで離間させることができる。ある実施形態では、はんだ材２０６の別
個の箇所は、対応する導電性スタッド１３４よりも広い。図示するように、導電性スタッ
ド１３４は、導電性スタッド１３４の底面１３５がマイクロドライバチップ１２０の底面
１２１の下方に、例えば０．２～２μｍの範囲にあるように、パッシベーション層１１２
及びバリア層１１６よりも厚く（高く）することができる。ある実施形態では、マイクロ
ドライバチップ１２０の本体（導電性スタッド１３４を除く）の合計厚さは、５～１０μ
ｍなど、３～２０μｍ、又は８μｍである。
【００４９】
　図１２は、ある実施形態による、ディスプレイ基板２０２に接合されたマイクロドライ
バチップ１２０の概略側断面図である。ある実施形態では、導電性スタッド１３４は、は
んだ材２０６を貫通する。実施形態によれば、はんだ材２０６を溶かすために高温で接合
作業を行うことができ、はんだ材は、リフローし、マイクロドライバチップ１２０に形成
されたトレンチ１１４に収容される。このようにして、トレンチ１１４は、はんだ材２０
６の過剰なリフローによる、隣接するコンタクトパッド２０４又は導電性スタッド１３４
の間の電気的短絡の可能性を抑制する。
【００５０】
　ある実施形態によれば、導電性スタッド１３４は、はんだ材２０６との接触用の増大し
た表面領域を提供する。増大した接触領域は、バリア層１１６の材料に比べて、はんだ材
２０６の選択的な湿潤用の増大した相対領域を更に提供することができる。この選択的な
湿潤は、隣接するコンタクトパッド２０４間で、リフローしたはんだ材２０６の横方向の
広がりを更に緩和することができる。
【００５１】
　別の態様では、導電性スタッド１３４は、コンタクトパッド２０４との金属間接触を可
能にするプロファイルを形成することができ、プロファイルは、移載及び接合作業中にク
ッションとして潜在的に作用し、マイクロドライバチップ１２０の機械的完全性を潜在的
に保持することができる。このような構成では、導電性スタッド１３４及びコンタクトパ
ッド２０４を形成する金属又は金属合金材料は、Ａｌ２Ｏ３バリア層１１６など、マイク
ロドライバチップ１２０又はディスプレイ基板２０２の他の材料よりも相対的に軟質であ
ることができる。このようにして、軟質－硬質又は硬質－硬質の接触とは対照的に、相対
的に軟質－軟質の接触が形成される。
【００５２】
　図１３～図１４は、ある実施形態による、マイクロドライバチップ１２０及びマイクロ
ＬＥＤ２２０のアレイを含むディスプレイシステムの概略上面図である。発光コントロー
ラは、表示されるコンテンツ、例えば、画像情報（例えば、データフレーム）に対応する
入力信号を、ディスプレイのバックプレーン（の全体又は一部）で入力として受けること
ができる。発光コントローラは、マイクロＬＥＤ２２０に（例えば、人間の目に見える）
光を選択的に放出させるための回路（例えば、ロジック）を含むことができる。発光コン
トローラは、記憶デバイス（１つ又は複数）（例えば、コンデンサ又はデータレジスタ）
にデータ信号（例えば、マイクロＬＥＤ２２０をオフ又はオンするための信号）を受けさ
せることができる。列ドライバ及び／又は行ドライバが、発光コントローラの構成部品で
あってもよい。列ドライバは、マイクロドライバチップ１２０の列と通信（例えば、制御
）することを、発光コントローラに可能にさせ得る。行ドライバは、マイクロドライバチ
ップ１２０の行と通信（例えば、制御）することを、発光コントローラに可能にさせ得る
。列ドライバ及び行ドライバは、個々のマイクロドライバチップ１２０又はマイクロドラ
イバチップ１２０のグループと通信（例えば、制御）することを、発光コントローラに可
能にさせ得る。
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【００５３】
　ある実施形態では、１つ以上のマイクロＬＥＤ２２０は、１つ以上のマイクロＬＥＤ２
２０からの光の放出を（例えば、発光コントローラに従って）駆動するマイクロドライバ
チップ１２０に接続することができる。例えば、ディスプレイバックプレーンのディスプ
レイ基板に、マイクロドライバチップ１２０及びマイクロＬＥＤ２２０を表面実装するこ
とができる。描写されているマイクロドライバチップ１２０は１０個のマイクロＬＥＤ２
２０を含むが、本開示はそのように限定されず、マイクロドライバチップ１２０は、１つ
のマイクロＬＥＤ２２０、又は任意の複数のマイクロＬＥＤ２２０及び複数の画素を駆動
してもよい。
【００５４】
　一実施形態では、ディスプレイドライバのハードウェア回路（例えば、ハードウェア発
光コントローラ）は、ディスプレイパネルの発光グループの行の数を選択するための（例
えば、行選択）ロジックであって、単一の行から表示パネルのフルパネルまで行の数を調
節可能であるロジック、ディスプレイパネルの発光グループの列の数を選択するための（
例えば、列選択）ロジックであって、単一の列からディスプレイパネルのフルパネルまで
列の数を調節可能であるロジック、及び、表示されるデータフレーム当たりのパルス数を
選択するための（例えば、発光）ロジックであって、データフレーム当たりのパルス数を
１から複数まで調節可能であり、連続デューティサイクルから非連続デューティサイクル
までパルス長を調節可能であるロジック、のうちの１つ以上を含むことができる。発光コ
ントローラは、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの任意の組み
合わせを含むことができる。
【００５５】
　ここで図１３を参照すると、図示される実施形態では、導電性端子接点２０８のアレイ
が、マイクロＬＥＤ２２０及びマイクロドライバチップ１２０の行及び列間での、マイク
ロＬＥＤ２２０を導電性端子構造に電気的に接続するための線の配列として例示されてい
る。図１４に例示する実施形態では、導電性端子接点２０８のアレイは、マイクロＬＥＤ
２２０を導電性端子構造に電気的に接続するための別個の箇所（例えば、ピラー又は開口
）の配列として例示されている。
【００５６】
　以下の説明及び図では、マイクロＬＥＤ２２０及びマイクロドライバチップ１２０をデ
ィスプレイ基板２２０に集積化すること、及びマイクロＬＥＤ２２０を導電性端子構造に
、例えば、上部接触層２４０で電気的に接続するための集積化スキームの様々な側断面図
が提示されている。実施形態によれば、上部接触層２４０は、様々な構成で、及び様々な
領域に導電性端子接点２０８との電気的接触を作ることができる。例えば、パッシベーシ
ョン充填層２３０の露出した線又は開口の直線長に沿って（例えば、図１３）、又はパッ
シベーション充填層２３０の露出したポスト又は開口に沿った離散した箇所に（例えば、
図１４）電気的接触を作ることができる。
【００５７】
　ここで図１５を参照すると、ある実施形態による、マイクロデバイスをディスプレイ基
板２０２に集積化する方法を例示するフローチャートが提示されている。図１６は、ある
実施形態による、パターニングされたパッシベーション充填層２３０を有する集積化され
たディスプレイ基板２０２の概略側断面図である。分かり易くするために、図１５～図１
６について、同様の特徴について同じ参照番号を参照して同時に説明している。
【００５８】
　作業１５１０では、ディスプレイ基板２０２にバンク構造２１２をパターニングする。
バンク構造２１２は、１つ以上の層を含むことができる。例えば、バンク構造２１２は、
ＳｉＯ２、ＳｉＮｘ、又は上部にＳｉＮｘを有するＳｉＯ２／ＳｉＮｘのスタックを含む
ことができる。代わりに、バンク構造２１２を有機（例えば、フォトレジスト）材料で形
成してもよい。バンク構造２１２は、線の形態、又は離散したポスト様の突出部の形態と
することができる。
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【００５９】
　ディスプレイ基板２０２は、様々な基板を含むことができる。ディスプレイ基板２０２
は、剛性又は可撓性とすることができる。ある実施形態では、ディスプレイ基板は、ディ
スプレイを動作させる部分作動回路を含むＴＦＴ基板である。例えば、ＴＦＴ基板は、マ
イクロドライバチップ１２０に含まれない作動回路、及び、マイクロドライバチップ１２
０を行ドライバ、列ドライバ、発光コントローラなどのシステム構成部品と電気的に接続
するための経路２１０（例えば、信号線）を含むことができる。ある実施形態では、ディ
スプレイ基板２０２は、作動回路のいかなる能動デバイスをも含まないが、システム構成
部品との電気的接続用の経路２１０は含む。例示的な経路としては、非限定的に、Ｖｄｄ
線、電源線、Ｖｓｓ線、グランド線、データ信号入力線、走査信号入力線、発光制御信号
入力線、基準電圧／電流線などが挙げられる。
【００６０】
　作業１５２０では、ディスプレイ基板２０２に接触層をパターニングする。ある実施形
態では、複数のコンタクトパッド２０４、ＬＥＤコンタクトパッド２０３、コンタクトパ
ッド２０４のうちの１つをＬＥＤコンタクトパッド２０３に電気的に接続するトレース線
２０５、及び導電性端子接点２０８を形成するために、１つ以上の金属層が堆積されパタ
ーニングされる。ある実施形態では、金属層の堆積及びパターニングは、リフトオフ法を
含む。代わりに、堆積及びエッチングを用いてもよい。ある実施形態では、コンタクトパ
ッド２０４、ＬＥＤコンタクトパッド２０３、トレース線２０５、及び導電性端子接点２
０８は、銅及びアルミニウムなどの様々な導電性材料で形成することができ、層状スタッ
クを含むことができる。例えば、これらは、下にある導電層（例えば、銅、アルミニウム
）への拡散を防止するための接着／バリア層（例えば、ＴａＮ）を含むことができる。
【００６１】
　作業１５３０では、コンタクトパッド２０４及びＬＥＤコンタクトパッド２０３に接合
層（例えば、はんだ材２０６）が堆積される。例えば、蒸着技術を用いて、はんだ材２０
６（例えば、Ｉｎ、Ｓｎなど）を堆積させることができる。
【００６２】
　作業１５４０では、マイクロドライバチップ１２０及びマイクロＬＥＤ２２０を含むマ
イクロデバイスを、図１２に関して前に説明したようにはんだ材２０６を用いてディスプ
レイ基板２０２に移載し接合する。
【００６３】
　図１６には、マイクロＬＥＤ２２０の拡大図が提示されている。例示するように、マイ
クロＬＥＤ２２０は、ドープ層２２５（例えば、ｐ型ドープ）と、ドープ層２２９（例え
ば、ｎ型ドープ）と、ドープ層２２５とドープ層２２９との間の活性層２２７（例えば、
１つ以上の量子井戸層を含む）とを含むマイクロｐ－ｎダイオード２２２を含むことがで
きる。ある実施形態では、ドープ層２２５、２２９のドーピングは反転される。上部ドー
プ層２２９には上部電極２２６が形成され、下部ドープ層２２５には下部電極２２４が形
成される。上部電極及び下部電極は、マイクロＬＥＤ２２０の上面２２３及び底面２２１
を形成することができる。示すように、マイクロＬＥＤ２２０は、マイクロｐ－ｎダイオ
ード２２２の層の側縁にわたることができる側壁２２８を含む。実施形態によれば、異な
るＩＩ－ＶＩ又はＩＩＩ－Ｖ族の無機半導体ベースのシステムを用いて、マイクロｐ－ｎ
ダイオード２２２を作製することができる。例えば、青色又は緑色発光マイクロｐ－ｎダ
イオード２２２を、非限定的に、ＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＡｌＮ
、ＡｌＩｎＧａＮ、ＺｎＳｅなどの無機半導体材料を用いて作製することができる。例え
ば、赤色発光マイクロｐ－ｎダイオード２２２を、非限定的に、ＧａＰ、ＡｌＰ、ＡｌＧ
ａＰ、ＡｌＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＡｌＩｎＧａＰ、ＡｌＧａＡｓＰ、及び任意のＡｓ－Ｐ
－Ａｌ－Ｇａ－Ｉｎなどの無機半導体材料を用いて作製することができる。
【００６４】
　作業１５５０では、ディスプレイ基板２０２にパッシベーション充填層２３０をコーテ
ィングする。図示するように、パッシベーション充填層２３０は、マイクロＬＥＤ２２０
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及びマイクロドライバチップ１２０を横方向に囲む。パッシベーション充填層２３０は、
ディスプレイ基板２０２の表示領域全体の上に形成された単一の層とすることができる。
パッシベーション充填層２３０は、誘電体材料で形成することができる。パッシベーショ
ン充填層２３０は、アクリル又はエポキシなどの架橋材料で形成することができる。パッ
シベーション充填層２３０は、感光性とすることができる。パッシベーション充填層２３
０を形成するために、スピンコーティング、インク噴射、及びスリットコーティングなど
の様々な適用方法を用いることができる。ある実施形態では、ディスプレイ基板２０２は
、パネルの大きさで作られる。このような実施形態では、スリットコーティングを利用す
ることができる。スリットコーティング装置の刃が、マイクロドライバチップ１２０を損
傷することなくマイクロドライバチップ１２０をクリアするように、パッシベーション充
填層２３０の上面を最も高い構成部品（例えば、マイクロドライバチップ）の上面又はそ
の上方に持ち上げることができる。パッシベーション充填層２３０の形成に続いて、パッ
シベーション充填層２３０の厚さを小さくするために、エッチバックを任意選択的に行う
ことができる。
【００６５】
　ある実施形態では、パッシベーション充填層２３０は、平坦な上面２３３及び共形の底
面を含む。示すように、共形の底面は、バンク構造２１２の導電性端子接点２０８の微細
構成を含む、共形の底面が上に形成される微細構成、及びＬＥＤコンタクトパッド２０３
をコンタクトパッド２０４に電気的に接続するトレース線２０５に、共形であることがで
きる。
【００６６】
　作業１５６０では、導電性端子接点２０８を露出させる導電性端子接点開口２３４と、
マイクロＬＥＤ２２０の上面２２３を露出させるマイクロＬＥＤ開口２３２とを形成する
ように、パッシベーション充填層２３０をパターニングする。作業１５７０では、次いで
、上部接触層２４０をパッシベーション充填層２３０、マイクロＬＥＤ２２０、及び導電
性端子接点２０８に形成して、上部接触層がマイクロＬＥＤ２２０及び導電性端子接点２
０８と電気的に接触するようにする。
【００６７】
　上部接触層２４０は、透明導電性酸化物（ＴＣＯ；transparent conductive oxide）又
は透明導電性ポリマーなどの様々な材料で形成することができる。ある実施形態では、上
部接触層２４０は、インジウムスズ酸化物（ＩＴＯ；indium-tin-oxide）で形成され、ス
パッタリングなどの好適な技術を用いて、及び任意選択的に続いてパターニングにより、
形成することができる。ある実施形態では、マイクロＬＥＤのアレイの各マイクロＬＥＤ
２２０の上、及び導電性端子接点のアレイの各導電性端子接点２０８の上に、ブランケッ
ト上部接触層２４０が形成される。このような構成では、上部接触層２４０は、バックプ
レーンの画素領域内の全てのマイクロＬＥＤ２２０に対する導電性端子構造及び信号接続
を提供する。ある実施形態では、複数の上部接触層２４０が形成される。
【００６８】
　ここで図１７～図２０を参照すると、ある実施形態による、コンタクトパッド２０３、
２０４のアレイの縁を覆うパターニングされた絶縁層２１１を有するディスプレイ基板に
、マイクロデバイスを集積化する方法の、概略側断面図が提示されている。特に、バンク
構造２１２と同じ層によりパターニングされた絶縁層２１１を形成するために、グレート
ーンフォトマスク３００を利用することができる。図１７を参照すると、ＬＥＤコンタク
トパッド２０３、コンタクトパッド２０４、及びトレース線２０５を含むディスプレイ基
板２０２の上に絶縁層２１７が形成されている。絶縁層２１７は、フォトレジストなどの
感光性材料から形成することができる。図１８を参照すると、コンタクトパッド２０４及
び任意選択的にＬＥＤコンタクトパッド２０３のレイの縁を覆うパターニングされた絶縁
層２１１、並びにパターニングされたバンク構造２１２を形成するために、グレートーン
マスク３００を用いることができる。パターニングされたバンク構造２１２は、導電性の
導電性端子線２０１上に任意選択的に形成することができる。
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【００６９】
　図１９を参照すると、はんだ材２０６は、コンタクトパッド２０４及びＬＥＤコンタク
トパッド２０３に堆積されている。はんだ接触層２０７は、バンク構造２１２の上に任意
選択的に堆積され、導電性端子線２０１との電気的接触を作ることができる。次いで、マ
イクロドライバチップ１２０及びマイクロＬＥＤ２２０を、図１２に関して前に説明した
ようにはんだ材２０６を用いてディスプレイ基板２０２に移載し接合することができる。
図２０を参照すると、パッシベーション充填層２３０が形成され、開口２３４、２３２を
形成するようにパターニングされ、上部接触層２４０が、図１６に関して説明したのと同
様に堆積されている。
【００７０】
　パターニングされた絶縁層２１１の集積化は、図２０に例示する実施形態に限定されな
い。例えば、図１６、図２２、図２４、図２５、及び図２６に例示する構造のいずれかと
、パターニングされた絶縁層２１１とを組み合わせることができる。加えて又は代わりに
、図１６、図２２、図２４、図２５、及び図２６の接触層２０８とはんだ接触層２０７を
置換してもよい。
【００７１】
　ここで図２１を参照すると、ある実施形態による、マイクロデバイスをディスプレイ基
板に集積化する方法を例示するフローチャートが提示されている。図２２は、ある実施形
態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤ２２０を有する集積化されたディスプレイ基板
２０２の一部分の概略側断面図である。分かり易くするために、図２１～図２２について
、同様の特徴について同じ参照番号を参照して同時に説明している。加えて、図２１～図
２２は、図１５～図１６と複数の類似点を共有する。本発明を不明瞭にしないために、特
有の相違点について論じ、同様の特徴及び作業については詳細に論じない場合がある。
【００７２】
　図２２を参照すると、例示される実施形態では、バンク構造２１２は、複数のバンクレ
ベルを含む。具体的に、バンク構造２１２は、第１のバンクレベル２１３と、第１のバン
クレベル２１３上の第２のバンクレベル２１４とを含む。作業２１１０では、第１のバン
クレベル２１３をパターニングし、続いて作業２１２０で第２のバンクレベル２１４をパ
ターニングする。ある実施形態では、第１のバンクレベル２１３及び第２のバンクレベル
２１４は、同じ材料層で一体的に形成される。第２のバンクレベル２１４は、線の形態、
又は離散したポスト様の突出部の形態とすることができる。
【００７３】
　作業２１３０では、ディスプレイ基板２０２に接触層をパターニングする。ある実施形
態では、複数のコンタクトパッド２０４、ＬＥＤコンタクトパッド２０３、コンタクトパ
ッド２０４のうちの１つをＬＥＤコンタクトパッド２０３に電気的に接続するトレース線
２０５、及び導電性端子接点２０８を形成するために、１つ以上の金属層が堆積されパタ
ーニングされる。図２２に例示する実施形態では、ＬＥＤコンタクトパッド２０３は第１
のバンクレベル２１３の上部にあり、トレース線２０５は、第１のバンクレベルの側壁２
１５に沿ってディスプレイ基板２０２上の（マイクロドライバチップ１２０の）コンタク
トパッド２０４にわたっている。示すように、導電性端子接点２０８は、第２のバンクレ
ベル２１４の上に形成されている。一実施形態では、導電性端子接点２０８の上面は、マ
イクロドライバチップ１２０の上面１２３（作業２１３０ではまだディスプレイ基板に接
合されていない）と同じ高さにあり、又は上面の上方にある。
【００７４】
　作業２１４０では、接合層（はんだ材２０６）の別個の箇所がコンタクトパッド２０４
及びマイクロＬＥＤコンタクトパッド２０３に堆積される。作業２１５０では、前に説明
したように、マイクロドライバチップ１２０及びマイクロＬＥＤ２２０をコンタクトパッ
ド２０４、２０３に移載し接合し、続いて、作業２１５０でパッシベーション層２３０を
コーティングし、作業２１７０で上部接触層２４０を堆積させる。
【００７５】
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　図２２に例示する特定の実施形態では、導電性端子接点２０８の上面及びマイクロＬＥ
Ｄ２２０の上面２２３は、マイクロドライバチップ１２０の上面１２３と同じ高さとする
ことができる。ある実施形態では、導電性端子接点２０８及びマイクロＬＥＤ２２０の上
面は、マイクロドライバチップ１２０の上面１２３の２μｍ以内、又は０．５μｍ以内に
することができる。ある実施形態では、パッシベーション充填層２３０は、スリットコー
ティングなどの好適な技術を用いて形成され、導電性端子接点２０８の上面及びマイクロ
ＬＥＤ２２０の上面２２３を露出させるようにコーティング後に任意選択的にエッチバッ
クされ得る平坦な上面２３３を含む。
【００７６】
　図２２に例示する実施形態では、持ち上げられたマイクロＬＥＤ２２０は、潜在的に、
低角度光散乱を低減させ、ディスプレイ基板２０２に埋め込まれた経路２１０との結合を
少なくすることができる。持ち上げられたマイクロＬＥＤ２２０及び持ち上げられた導電
性端子接点２０８によって、電気的接触を作るためにパッシベーション充填層２３０に開
口をパターニングするときのアライメント許容値の要件を緩和することができる。他の実
施形態では、図２２のディスプレイ構造は、マイクロＬＥＤ開口２３２及び／又は導電性
端子開口２３４を任意選択的に含むことができる。このような構成では、バンク構造２１
２は、マイクロＬＥＤ開口２３２及び／又は導電性端子開口２３４の深さを減少すること
によって、アラインメント許容値を部分的に緩和することができる。
【００７７】
　ここで図２３を参照すると、ある実施形態による、マイクロデバイスをディスプレイ基
板に集積化する方法を例示するフローチャートが提示されている。図２４は、ある実施形
態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤ２２０及びパターニングされたパッシベーショ
ン充填層２３０を有する集積化されたディスプレイ基板２０２の一部分の概略側断面図で
ある。分かり易くするために、図２３～図２４について、同様の特徴について同じ参照番
号を参照して同時に説明している。加えて、図２３～図２４は、図１５～図１６及び図２
１～図２２と複数の類似点を共有する。本発明を不明瞭にしないために、特有の相違点に
ついて論じ、同様の特徴及び作業については詳細に論じない場合がある。
【００７８】
　作業２３１０では、ディスプレイ基板２０２にバンク構造２１２をパターニングし、続
いて、作業２３２０で接触層をパターニングする。図２４を参照すると、例示する実施形
態では、導電性端子接点２０８とＬＥＤコンタクトパッド２０３の両方が、バンク構造２
１２の上面、例えば、バンク構造２１２の平坦な上面に形成されている。加えて、トレー
ス線２０５は、バンク構造２１２の側壁２１５に沿ってディスプレイ基板２０２上の（マ
イクロドライバチップ１２０の）コンタクトパッド２０４にまでわたっている。次いで、
マイクロＬＥＤ開口２３２の形成を除いて、作業１５３０～１５７０と同様に作業２３３
０～２３７０を行うことができる。
【００７９】
　図２４に例示する集積化構造は、導電性端子接点開口２３４がパッシベーション充填層
２３０に形成される点と、導電性端子接点２０８がマイクロＬＥＤコンタクトパッド２０
３と同様にバンク構造２１２の上部に形成される点とを除いて、図２２に関して例示し説
明したものと同様である。図２４に例示する実施形態では、持ち上げられたマイクロＬＥ
Ｄ２２０は、潜在的に、低角度光散乱を低減させ、ディスプレイ基板２０２に埋め込まれ
た経路２１０との結合を少なくすることができる。持ち上げられたマイクロＬＥＤ２２０
は、電気的接触を作るためにパッシベーション充填層２３０に開口をパターニングすると
きのアライメント許容値の要件を緩和することができる。例示する実施形態では、導電性
端子接点２０８への電気的接続用の経路を提供するために、導電性端子接点開口２３４は
依然としてパッシベーション充填層２３０に形成されるが、いくつかの実施形態では、ア
ライメント許容値は、マイクロＬＥＤ２２０の場合よりも大きくすることができる。例え
ば、マイクロＬＥＤ２２０の側壁２２８に沿った短絡の危険性は、導電性端子接点２０８
との接触を作る上で問題にならない。加えて、いくつかの実施形態によれば、導電性端子
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接点２０８と対応する開口２３４のための接触領域を、マイクロＬＥＤ２２０の場合より
も更に大きくすることができる。他の実施形態では、図２４のディスプレイ構造は、マイ
クロＬＥＤ開口２３２を任意選択的に含むことができる。このような構成では、バンク構
造２１２は、マイクロＬＥＤ開口２３２の深さの減少によって、アラインメント許容値を
部分的に緩和することができる。
【００８０】
　ここで図２５を参照すると、ある実施形態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤ２２
０及びパターニングされたパッシベーション充填層２３０を有する集積化されたディスプ
レイ基板２０２の一部分の概略側断面図が提示されている。図２５は、図２４に例示する
実施形態とのいくつかの点で類似するが、導電性端子接点２０８及びマイクロＬＥＤ２２
０のために別個のバンク構造２１２が形成される一点で相違する。他の実施形態では、図
２５のディスプレイ構造は、マイクロＬＥＤ開口２３２を任意選択的に含むことができる
。このような構成では、バンク構造２１２は、マイクロＬＥＤ開口２３２の深さの減少に
よって、アラインメント許容値を部分的に緩和することができる。
【００８１】
　図２６は、ある実施形態による、持ち上げられたマイクロＬＥＤ２２０及びピラー構造
を有する集積化されたディスプレイ基板２０２の一部分の概略側断面図である。図２５は
、図２２に例示する実施形態といくつかの点で類似し、特に、導電性端子接点及びマイク
ロＬＥＤ２２０との電気的接触を作るためのパッシベーション充填層２３０にパターニン
グされた開口が省略される。このような構成では、バンク構造２１２及び導電性端子接点
２０８の形成を伴って、図１６に関して説明したのと同様に加工を進めることができる。
バンク構造２１２上の導電性端子接点２０８の上部及びマイクロＬＥＤコンタクトパッド
２０３上に、次いで、（例えば、無電解堆積により）ピラー構造２５２、２５０を形成す
ることができる。例えば、ピラー構造２５２、２５０を同じ高さにすることができる。ピ
ラー構造は、複数の材料を含むことができる。例えば、ピラー構造は、銅、ニッケルスタ
ックを含み、続いて、コンタクトパッド２０４に形成されたはんだ材２０６とともに、ピ
ラーの上部にはんだ材２０６を形成することができる。ある実施形態では、マイクロドラ
イバチップ１２０及びマイクロＬＥＤ２２０は、はんだ材２０６の堆積後に移載される。
他の実施形態では、図２６のディスプレイ構造は、マイクロＬＥＤ開口２３２及び／又は
導電性端子開口２３４を任意選択的に含むことができる。このような構成では、ピラー構
造２５２、２５０は、マイクロＬＥＤ開口２３２及び／又は導電性端子開口２３４の深さ
の減少によって、アラインメント許容値を部分的に緩和することができる。
【００８２】
　ここで図２７Ａ～図２７Ｂを参照すると、ある実施形態による、マイクロドライバチッ
プ及び持ち上げられたマイクロＬＥＤを含むディスプレイ基板の一部分の概略上面図及び
側断面図が提示されている。例示するように、図２７Ｂの側断面図は、図２７ＡのＸ－Ｘ
線に沿って取られている。図２７Ａに例示する特定の実施形態では、各マイクロドライバ
チップ１２０は、複数のトレース線２０５によって、各側で９個のマイクロＬＥＤ２２０
に、すなわち、例示的なＲＧＢ画素配列の各側で３個の画素（Ｐ）に接続される。図２７
Ａに例示するマイクロＬＥＤ２２０及び画素（Ｐ）の数は、例示を目的としており、実施
形態はそのように限定されない。例示する実施形態では、マイクロドライバチップ１２０
は、導電性端子接点２０８に任意選択的に結合されている。これは、上部接触層２４０が
接続されるのと同じ導電性端子接点２０８、又は代わりに、マイクロドライバチップ１２
０のために確保された別個の導電性端子接点２０８であってもよい。それでも、別個の導
電性端子接点２０８が、やはりマイクロＬＥＤ２２０及びそれらの対応する導電性端子接
点２０８に供給される信号と同じ信号を受けることができる。
【００８３】
　ある実施形態では、１つ以上のマイクロドライバチップ１２０は、バンク構造２１２の
開口内、又はバンク構造２１２の間で横方向に、ディスプレイ基板２０２に実装される。
図２７Ａに例示する特定の実施形態では、バンク構造２１２は、ディスプレイ基板を横切
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って（例えば、垂直又は水平に）延びるレールの形状であり、マイクロドライバチップ１
２０は、隣接するバンク構造２１２の間に実装される。バンク構造２１２には、導電性端
子接点２０８が任意選択的に形成されてもよい。例えば、バンク構造２１２のレールの突
出部に、導電性端子接点２０８を形成することができる。
【００８４】
　図２７Ａ～図２７Ｂに例示する特定の実施形態では、バンク構造２１２に冗長なマイク
ロＬＥＤ２２０の対が実装される。例えば、隣接する各バンク構造２１２のマイクロＬＥ
Ｄ２２０の行／列に各マイクロドライバチップ１２０を接続することができる。冗長化の
ために様々な動作構成を用いることができる。例示的な実施形態では、一方のバンク構造
２１２の（例えば、左側の）一組のマイクロＬＥＤ２２０を一次動作用マイクロＬＥＤ２
２０とすることができる一方で、他方のバンク構造２１２上の（例えば右側の）マイクロ
ＬＥＤ２２０の組を冗長にする、又は条件セットが満たされない限り動作しない二次マイ
クロＬＥＤ２２０とすることができる。なお、全てのマイクロＬＥＤ２２０を動作させて
もよい。
【００８５】
　図２７Ｂを具体的に参照すると、左側のマイクロＬＥＤ２２０の対の上にマイクロＬＥ
Ｄ開口２３２が示されている一方で、右側のマイクロＬＥＤ２２０の対の上にマイクロＬ
ＥＤ開口２３２が例示されていない。この変則については、異なる厚さを有するマイクロ
ＬＥＤ２２０、より具体的には、異なる厚さを有する異なる色発光（例えば、赤、緑、青
）用に設計されたマイクロＬＥＤ２２０によって説明することができる。このように、実
施形態によれば、異なる色の発光用に設計されたマイクロＬＥＤ２２０は、マイクロＬＥ
Ｄ開口２３２の対応する異なる深さを有することができる。ある実施形態では、マイクロ
ＬＥＤ開口２３２は、全てのマイクロＬＥＤ２２０の上に形成される。ある実施形態では
、マイクロＬＥＤ開口２３２は、いくつかのマイクロＬＥＤ２２０のみの上に形成される
。
【００８６】
　実施形態によれば、図２７Ａ～図２７Ｂに関して例示する物理的レイアウト及び構成は
、具体的に限定されず、非限定的に、図１６、図２０、図２２、図２４、図２５、及び図
２６を含む、ここで説明する他の物理的レイアウトに適用されてもよい。
【００８７】
　実施形態の様々な態様を利用する際、マイクロＬＥＤ及びマイクロドライバチップをデ
ィスプレイ基板に集積化し、電気的に接続するために、上記の実施形態の組み合わせ又は
変形が可能であることが、当業者には明らかになるであろう。実施形態について、構造上
の特徴及び／又は方法論的な作業に特定の言語で説明したが、添付の特許請求の範囲は、
必ずしも上述した特定の特徴又は作業に限定されないことを理解されたい。開示した特定
の特徴及び行為は、むしろ、説明上有用な特許請求の範囲の実施形態として理解されたい
。
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